
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
百
五
十
二
号

総
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関

す
る
措
置
を
定
め
る
省
令

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並

び
に
別
表
第
二
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令

の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
っ
て
消

防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
業
務
を
実
施
す
る
も
の
が
、
そ

の
設
定
す
る
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
救
急
隊
の
編
成
の
基
準
の
特
例
適

用
の
拡
大
に
よ
る
救
急
隊
編
成
弾
力
化
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
設
置

す
る
消
防
機
関
が
次
項
に
規
定
す
る
要
件
（
以
下
「
救
急
隊
編
成
特
例
要
件
」
と
い
う
。
）
を
す
べ
て
満
た
し
、

か
つ
、
救
急
業
務
の
実
施
体
制
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
救
急
隊
の
弾
力
的
な
編
成
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認

め
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
の
内
容
と
し
て
救
急
隊
編
成
特
例
要
件
に
適
合
す
る
こ
と

を
証
す
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
救
急
隊
編
成
特
例
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
、
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に

設
置
さ
れ
た
消
防
機
関
の
救
急
隊
の
編
成
の
基
準
の
特
例
に
つ
い
て
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
傷
病
の
程
度
及
び
緊
急
に
搬
送
す
る
必

要
性
が
著
し
く
低
い
と
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
傷
病
者
を
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
搬
送
す
る
場
合
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
救
急
隊
編
成
特
例
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
緊
急
通
報
を
受
け
た
と
き
に
聴
取
し
た
傷
病
者
に
関
す
る
外
傷
、
特
殊
傷
病
及
び
疾
病
等
の
情
報
並
び
に
既

往
症
そ
の
他
の
情
報
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
傷
病
者
の
傷
病
の
程
度
及
び
緊
急
に
搬

送
す
る
必
要
性
を
体
系
的
か
つ
自
動
的
に
識
別
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
通
報
を
受
け
た

時
か
ら
出
動
す
る
ま
で
の
手
順
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
よ
る
識
別
の
結
果
、
前
項
に
定
め
る
場
合
で
あ
る
と
あ
ら
か
じ
め
認
め
ら
れ
、
救
急
自
動
車
一
台
及

び
救
急
隊
員
二
人
に
よ
り
出
動
し
た
場
合
に
お
い
て
、
救
急
現
場
に
お
い
て
傷
病
者
の
傷
病
の
程
度
が
当
該
識

別
の
結
果
に
比
し
重
度
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
等
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

救
急
隊
の
編
成
の
基
準
の
特
例
措
置
に
係
る
救
急
業
務
の
実
施
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
基
準
及
び
要
領
に

従
っ
て
、
三
人
以
上
の
救
急
隊
員
に
よ
り
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し

て
い
る
こ
と
。

三
　
通
信
指
令
管
制
業
務
を
行
う
施
設
に
医
師
を
常
時
配
置
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
師
が
当
該
業
務
を
行
う
消

防
職
員
及
び
救
急
業
務
に
従
事
す
る
救
急
隊
員
に
対
し
て
直
接
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
地
方
公
共
団
体
が
設
定
し
よ
う
と
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に

設
置
す
る
消
防
機
関
が
救
急
隊
編
成
特
例
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
そ
の
救
急
業
務
の
実
施
に
お
い
て
現
行
の
規

定
に
よ
る
場
合
と
同
等
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
四
条
第
十
項
の
同
意
を
す
る
も

の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
五
日
総
務
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
二
六
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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